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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年２月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年６月２９日 ０７時１８分ごろ 

発生場所 千葉県勝浦市八幡岬南南西方沖 

勝浦市所在の勝浦灯台から真方位１９０°３.９海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３５°０４.４′ 東経１４０°１８.４′） 

事故調査の経過  平成２４年７月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 油タンカー 第三金
こ

刀比
と ひ

羅
ら

丸、４９４トン 

   １３１５６４、光隆海運株式会社（以下「Ａ社」という。） 

   ６５.００ｍ×１０.００ｍ×４.４０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,１７６kＷ、平成２年２月９日 

Ｂ 漁船 初栄
はつえい

丸、４.８トン 

   ＣＢ３－７１１７７（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.６６ｍ（Lr）×２.９３ｍ×１.２６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２６４.７８kＷ、平成６年２月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３６歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１３年４月４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年３月１５日 

    免状有効期間満了日 平成２８年４月３日 

 航海士Ａ（一等航海士） 男性 ４５歳 

   三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１年３月１６日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年４月９日 

    免状有効期間満了日 平成２５年１２月１７日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録 日 昭和５１年５月２１日 

    免許証交付日 平成２３年６月６日 

           （平成２８年８月３日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板凹損及びハンドレール曲損 

Ｂ バルバスバウ脱落 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか５人が乗り組み、Ａ重油約１,０

００kℓを積載し、約１１ノット（kn）の速力で自動操舵として八幡岬

南西方沖を東北東進中、単独で船橋当直中の航海士Ａが、平成２４年

６月２９日０７時００分ごろレーダーにより右舷船首約４５°３～５

Ｍ付近に漁船団を認めた。 

 航海士Ａは、０７時１６分ごろ、その後の漁船団のレーダー映像に

ほとんど変化がなかったことから、Ａ船に接近する船舶はいないもの

と思い、レーダー画面に表示されているＡ船の緯度経度を確認し、操

舵室左舷後部にある海図台前に移動した。 

 航海士Ａは、海図でＡ船の進路及び危険水域等の確認作業中、前方

が気になって振り返ったところ、接近するＢ船を右舷正横の至近距離

に認め、直ちに手動操舵に切り換えて衝突を回避しようとしたが、０

７時１８分ごろ、八幡岬南南西方沖において、Ａ船は、右舷中央部と

Ｂ船の船首部とが衝突した。 

船長Ａは、衝突に気付いて昇橋し、Ａ船から遠ざかるように航行を

始めたＢ船に対して停船を繰り返し呼び掛けたものの、停船させるこ

とはできなかった。 

Ａ船は、海上保安庁に通報し、その後、勝浦市勝浦港に入港した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、勝浦市浜行川漁港南東方沖約１

４Ｍの漁場で操業を終え、帰航の途についた。 

 船長Ｂは、翌日の操業に備え、漁具の修理等の作業を帰港するまで

に終わらせようと思い、船尾甲板上で同作業を開始した。 

Ｂ船は、八幡岬南南西方沖を約６kn の速力で自動操舵として北西進

中、船長Ｂが周囲の見張りを行う間隔が長くなったことに気付き、操

舵室後部の一段高くなったところに上がって船首方を見たとき、Ａ船

と衝突した。 

 船長Ｂは、直ちに機関を後進としてＡ船から離れたのち、バルバス

バウ脱落部からの浸水が心配であったので、Ａ船に向かって頭の上に

両手で丸印を作り、Ｂ船は大丈夫という意味のつもりの合図を示した

のち、浜行川漁港に帰港した。 

 その後、海上保安庁の捜索により、Ａ船と衝突したのはＢ船である

ことが判明した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 東北東、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１.５～２.０ｍ 

 その他の事項 

 

 航海士Ａは、本事故当時、レーダーを６Ｍレンジでコースアップ表

示とし、３Ｍ後方のオフセンターとしていたが、自動衝突予防援助装

置（ＡＲＰＡ）は使用していなかった。 
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 航海士Ａは、約１１年の乗船経歴があり、Ａ船には約１か月前に乗

船した。 

船長Ｂは、本事故当時、視界が良かったのでレーダーを使用してお

らず、また、もし、大型船がＢ船に接近したとしても、汽笛を吹鳴

し、危険を知らせてくれるものと思っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、八幡岬南南西方沖を東北東進中、航海士Ａが、接近する船

舶はいないものと思い込み、操舵室左舷後部にある海図台前に移動

し、海図で進路及び危険水域等の確認作業を行い、見張りを行ってい

なかったことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、八幡岬南南西方沖を北西進中、船長Ｂが、船尾甲板上で漁

具の修理等の作業を行い、見張りを行っていなかったことから、Ａ船

と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、八幡岬南南西方沖において、Ａ船が東北東進中、Ｂ船が

北西進中、航海士Ａ及び船長Ｂが共に見張りを行っていなかったた

め、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 Ａ社は、本事故後、次の安全対策を実施した。 

・「船舶作業基準集 航海基準」の再教育及び勉強会を行った。 

・本事故の原因解析を行い、解析結果に基づいた具体的な勉強会を

行った。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・レーダーは、適宜、短距離レンジに切り替えるなどして適切なレ

ーダーレンジで使用すること。 

・レーダーの海面反射抑制調整を強くするとレーダー画面の中心付

近の小型船舶などを探知できないことがあるので、状況に応じた

適切な調整を行うこと。 

・レーダーを使用する場合であっても、目視による見張りを適切に

行うこと。 

・航行中に操縦場所から離れる場合においても、見張りを適切に行

うこと。 

 




